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○ 個 人 情 報 保 護 委 員 会 告 示 第 三 号   
行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 五 年 法 律 第 四 十 八 号 ） の 一 部 の 施 行 に 伴 い 、 及

び 関 係 法 令 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン （ 事 業 者 編 ） （ 平 成 二 十 六 年 特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会 告 示 第 五 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

令 和 六 年 五 月 二 十 七 日                                                                    個 人 情 報 保 護 委 員 会 委 員 長 藤 原 靜 雄 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部

分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 （ 連 続 す る 他 の 規 定 と 記 号 に よ り 一 括 し て 掲 げ る 規 定 に あ っ て は 、 そ の 標 記 部 分 に

係 る 記 載 ） に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に

掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ

て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 

改 正 後 改 正 前 

目次 

［略］ 

第１ はじめに 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律」（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい

う。）に基づく番号制度は、社会保障、税、災害対策その他の行

政分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の

高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤である。 

 

一方で、番号制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元管

理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸

念が示されてきた。 

個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護に

関する一般法として、「個人情報の保護に関する法律」（平成15

目次 

［同左］ 

第１ はじめに 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律」（平成25年法律第27号。以下「番号法」とい

う。）に基づく番号制度は、社会保障、税、災害対策その他の行

政分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の

高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入さ

れるものである。 

一方で、番号制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元管

理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸

念が示されてきた。 

個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護に

関する一般法として、「個人情報の保護に関する法律」（平成15
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改 正 後 改 正 前 

年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）があり、これ

に加えて、地方公共団体では個人情報の保護に関する条例等も定

められている。 

番号法においては、個人情報保護法に定められる措置の特例と

して、個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人情

報」という。）の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を

定めている。 

本ガイドラインは、個人番号を取り扱う事業者（個人情報保護

法第２条第11項に規定する行政機関等（注１）を除く。以下「事業

者」という。）が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための

具体的な指針を定めるものである。 

なお、個人情報保護法第58条第１項各号に掲げる法人（注２）は、

原則、本ガイドラインが適用されるものの、番号法及び個人情報

保護法第125条によって個人情報保護法が適用される部分の特定個

人情報の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関す

るガイドライン（行政機関等編）を参照する必要がある。 

また、個人情報保護法第58条第２項各号に掲げる者は、原則、

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等

編）が適用されるものの、当該各号に定める業務（注３）における番

号法及び個人情報保護法第58条第２項によって個人情報保護法が

適用される部分の特定個人情報の取扱いについては、本ガイドラ

インを参照する必要がある。 

本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「しては

ならない」と記述している事項については、これらに従わなかっ

年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）があり、これ

に加えて、地方公共団体では個人情報の保護に関する条例等も定

められている。 

番号法においては、個人情報保護法に定められる措置の特例と

して、個人番号をその内容に含む個人情報（以下「特定個人情

報」という。）の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を

定めている。 

本ガイドラインは、個人番号を取り扱う事業者（個人情報保護

法第２条第11項に規定する行政機関等（注１）を除く。以下「事業

者」という。）が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための

具体的な指針を定めるものである。 

なお、個人情報保護法第58条第１項各号に掲げる法人（注２）は、

原則、本ガイドラインが適用されるものの、番号法及び個人情報

保護法第125条によって個人情報保護法が適用される部分の特定個

人情報の取扱いについては、特定個人情報の適正な取扱いに関す

るガイドライン（行政機関等編）を参照する必要がある。 

また、個人情報保護法第58条第２項各号に掲げる者は、原則、

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等

編）が適用されるものの、当該各号に定める業務（注３）における番

号法及び個人情報保護法第58条第２項によって個人情報保護法が

適用される部分の特定個人情報の取扱いについては、本ガイドラ

インを参照する必要がある。 

本ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「しては

ならない」と記述している事項については、これらに従わなかっ
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改 正 後 改 正 前 

た場合、法令違反と判断される可能性がある。一方、「望まし

い」と記述している事項については、これに従わなかったことを

もって直ちに法令違反と判断されることはないが、番号法の趣旨

を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが

望まれるものである。 

以下、本ガイドラインの構成は、次のとおりとなっている。 

「第２ 用語の定義等」においては、本ガイドラインで使用す

る用語の定義等を記載している。 

「第３ 総論」においては、本ガイドラインの位置付け、特定

個人情報に関する番号法上の保護措置の概略等について解説して

いる。 

「第４ 各論」においては、各項目に要点を枠囲みにして示す

とともに、番号法上の保護措置及び安全管理措置について解説し

ている。また、実務上の指針及び具体例を記述しているほか、留

意すべきルールとなる部分についてはアンダーラインを付してい

る。 

＊印は、事業者の実際の事務に即した具体的な事例を記述した

ものである。なお、事例の記述は、理解を助けることを目的とし

て典型的な例を示したものであり、全ての事案を網羅することを

目的とするものではない。 

［（注１）～（注３） 略］ 

第２ 用語の定義等 

［略］ 

項番 用語 定義等 

た場合、法令違反と判断される可能性がある。一方、「望まし

い」と記述している事項については、これに従わなかったことを

もって直ちに法令違反と判断されることはないが、番号法の趣旨

を踏まえ、事業者の特性や規模に応じ可能な限り対応することが

望まれるものである。 

以下、本ガイドラインの構成は、次のとおりとなっている。 

「第２ 用語の定義等」においては、本ガイドラインで使用す

る用語の定義等を記載している。 

「第３ 総論」においては、本ガイドラインの位置付け、特定

個人情報に関する番号法上の保護措置の概略等について解説して

いる。 

「第４ 各論」においては、各項目に要点を枠囲みにして示す

とともに、番号法上の保護措置及び安全管理措置について解説し

ている。また、実務上の指針及び具体例を記述しているほか、留

意すべきルールとなる部分についてはアンダーラインを付してい

る。 

＊印は、事業者の実際の事務に即した具体的な事例を記述した

ものである。なお、事例の記述は、理解を助けることを目的とし

て典型的な例を示したものであり、全ての事案を網羅することを

目的とするものではない。 

［（注１）～（注３） 同左］ 

第２ 用語の定義等 

［同左］ 

項番 用語 定義等 
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改 正 後 改 正 前 

①～⑧ ［略］ ［略］ 

⑨ ［略］ 内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供

者又は条例事務関係情報照会者及び条例

事務関係情報提供者は、番号法第19条第

８号又は第９号の規定により情報提供ネ

ットワークシステムを使用して利用特定

個人情報の提供の求め又は提供があった

場合には、情報提供ネットワークシステ

ムに接続されたその者の使用する電子計

算機（内閣総理大臣においては情報提供

ネットワークシステム）に、情報照会者

及び情報提供者又は条例事務関係情報照

会者及び条例事務関係情報提供者の名

称、提供の求め及び提供の日時、利用特

定個人情報の項目等を記録することとさ

れており、当該記録をいう（→第４－７

２Ｂ）。 

【番号法第23条、第26条】 

⑩～⑭ ［略］ ［略］ 

第３ 総論 

［第３－１～第３－３ 略］ 

第３－４ 番号法の特定個人情報に関する保護措置 

［⑴・⑵ 略］ 

⑶ 罰則の強化 

①～⑧ ［同左］ ［同左］ 

⑨ ［同左］ 内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供

者又は条例事務関係情報照会者及び条例

事務関係情報提供者は、番号法第19条第

８号又は第９号の規定により情報提供ネ

ットワークシステムを使用して特定個人

情報の提供の求め又は提供があった場合

には、情報提供ネットワークシステムに

接続されたその者の使用する電子計算機

（内閣総理大臣においては情報提供ネッ

トワークシステム）に、情報照会者及び

情報提供者又は条例事務関係情報照会者

及び条例事務関係情報提供者の名称、提

供の求め及び提供の日時、特定個人情報

の項目等を記録することとされており、

当該記録をいう（→第４－７２Ｂ）。 

【番号法第23条、第26条】 

 

⑩～⑭ ［同左］ ［同左］ 

第３ 総論 

［第３－１～第３－３ 同左］ 

第３－４ 番号法の特定個人情報に関する保護措置 

［⑴・⑵ 同左］ 

⑶ 罰則の強化 
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改 正 後 改 正 前 

個人情報保護法における個人情報取扱事業者に対する罰則の

適用は、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提

供等した場合、委員会からの是正命令に違反した場合、虚偽報

告を行った場合等に限られている。一方、番号法においては、

類似の刑の上限が引き上げられているほか、正当な理由なく特

定個人情報ファイルを提供したとき、不正な利益を図る目的で

個人番号を提供、盗用したとき、人を欺く等して個人番号を取

得したときの罰則を新設する等罰則が強化されている（番号法

第48条から第55条の３まで）。 

なお、次表①から⑤まで及び⑧は、日本国外においてこれら

の罪を犯した者にも適用される（番号法第56条）。また、法人

（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含

む。以下この項目において同じ。）の代表者若しくは管理人又

は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関して、次表①、②、④又は⑥から⑧までの

違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対しても、罰金刑が科される（同法第57条第１項）。 

項番 行為 番号法 
個人情報保護

法の類似規定 

① ［略］ 
［略］ ［略］ 

［略］ 
［略］ ［略］ 

② ［略］ 
［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

③・④ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

個人情報保護法における個人情報取扱事業者に対する罰則の

適用は、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提

供等した場合、委員会からの是正命令に違反した場合、虚偽報

告を行った場合等に限られている。一方、番号法においては、

類似の刑の上限が引き上げられているほか、正当な理由なく特

定個人情報ファイルを提供したとき、不正な利益を図る目的で

個人番号を提供、盗用したとき、人を欺く等して個人番号を取

得したときの罰則を新設する等罰則が強化されている（番号法

第48条から第55条の３まで）。 

なお、次表①から⑤までは、日本国外においてこれらの罪を

犯した者にも適用される（同法第56条）。また、法人（法人で

ない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下こ

の項目において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若し

くは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関して、次表①、②、④又は⑥から⑧までの違反行為を

したときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ても、罰金刑が科される（同法第57条第１項）。 

項番 行為 番号法 
個人情報保護

法の類似規定 

① ［同左］ 
［同左］ ［同左］ 

［同左］ 
［同左］ ［同左］ 

② ［同左］ 
［同左］ ［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ ［同左］ 

③・④ ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ 
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改 正 後 改 正 前 

⑤ 

国の機関の職員等

（領事官であって

国の機関の職員等

以 外 の 者 を 含

む。）が、職権を

濫用して、専らそ

の職務の用以外の

用に供する目的

で、特定個人情報

が記録された文書

等を収集 

［略］ ［略］ ［略］ 

⑥ ［略］ 
［略］ ［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ ［略］ 

⑦・⑧ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

［第３－５～第３－７ 略］ 

第４ 各論 

第４－１ 特定個人情報の利用制限 

第４－１－⑴ 個人番号の利用制限 

要点 

［略］ 

（関係条文） 

［略］ 

１ 個人番号の原則的な取扱い 

［略］ 

⑤ 

国の機関の職員等

が、職権を濫用し

て、専らその職務

の用以外の用に供

する目的で、特定

個人情報が記録さ

れた文書等を収集 

 

 

 

 

［同左］ ［同左］ ［同左］ 

⑥ ［同左］ 
［同左］ ［同左］ ［同左］ 

［同左］ ［同左］ ［同左］ 

⑦・⑧ ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ 

［第３－５～第３－７ 同左］ 

第４ 各論 

第４－１ 特定個人情報の利用制限 

第４－１－⑴ 個人番号の利用制限 

要点 

［同左］ 

（関係条文） 

［同左］ 

１ 個人番号の原則的な取扱い 

［同左］ 
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改 正 後 改 正 前 

＊ ［略］ 

（注）［略］ 

Ａ 個人番号を利用することができる事務 

ａ 個人番号利用事務（番号法第９条第１項から第３項） 

個人番号利用事務とは、主として、行政機関等が、社会保

障、税、災害対策その他の行政分野において、保有している個

人情報の効率的な検索、管理のために必要な限度で個人番号を

利用して処理する事務をいい、番号法別表に掲げる事務、同事

務に準ずる事務として主務省令で定める事務（「準法定事

務」）及び地方公共団体が個人番号を利用することを条例で定

める事務がこれに該当する。 

事業者においては、健康保険組合等の一部の事業者が法令に

基づきこの事務を行う。 

なお、個人番号利用事務の委託を受けた事業者は、個人番号

利用事務を行うことができる。この場合において、行政機関等

から委託を受けたときは、委託に関する契約の内容に応じて、

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機

関等編）」が適用されることとなる。 

ｂ 個人番号関係事務（番号法第９条第４項） 

個人番号関係事務とは、法令又は条例の規定により、個人番

号利用事務の処理に関し必要な限度で他人の個人番号を利用し

て行う事務をいう。具体的には、事業者が、法令に基づき、従

業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保

険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行

＊ ［同左］ 

（注）［同左］ 

Ａ 個人番号を利用することができる事務の範囲 

ａ 個人番号利用事務（番号法第９条第１項から第３項） 

個人番号利用事務とは、主として、行政機関等が、社会保

障、税、災害対策その他の行政分野に関する特定の事務におい

て、保有している個人情報の検索、管理のために個人番号を利

用することをいう。事業者においては、健康保険組合等の一部

の事業者が法令に基づきこの事務を行う。 

 

 

 

 

なお、個人番号利用事務の委託を受けた事業者は、個人番号

利用事務を行うことができる。この場合において、行政機関等

から委託を受けたときは、委託に関する契約の内容に応じて、

「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機

関等編）」が適用されることとなる。 

ｂ 個人番号関係事務（番号法第９条第４項） 

およそ従業員等を有する全ての事業者が個人番号を取り扱う

こととなるのが個人番号関係事務である。具体的には、事業者

が、法令に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収

票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等

の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する
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政機関等及び健康保険組合等に提出する事務等がこれに該当

し、およそ従業員等を有する全ての事業者が、個人番号関係事

務実施者として、個人番号関係事務において個人番号を取り扱

うこととなる。行政機関等及び健康保険組合等の個人番号利用

事務実施者は、このようにして提出された書類等に記載されて

いる特定個人情報を利用して、個人番号利用事務を行うことと

なる。 

なお、個人番号関係事務の委託を受けた事業者は、個人番号

関係事務を行うことができる。 

＊ 事業者が、講師に対して講演料を支払った場合において、所得税法

（昭和40年法律第33号）第225条第１項の規定に従って、講師の個人

番号を報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載して、税務署長

に提出することは個人番号関係事務に当たる。 

＊ ［略］ 

Ｂ ［略］ 

２ ［略］ 

第４－１－⑵ ［略］ 

第４－２ 特定個人情報の安全管理措置等 

第４－２－⑴ 委託の取扱い 

要点 

［略］ 

（関係条文） 

［略］ 

１ 委託先の監督（番号法第11条、個人情報保護法第25条） 

事務である。行政機関等及び健康保険組合等の個人番号利用事

務実施者は、このようにして提出された書類等に記載されてい

る特定個人情報を利用して、社会保障、税、災害対策その他の

行政分野に関する特定の事務を行うこととなる。 

 

 

 

なお、個人番号関係事務の委託を受けた事業者は、個人番号

関係事務を行うことができる。 

＊ 事業者が、講師に対して講演料を支払った場合において、所得税法

第225条第１項の規定に従って、講師の個人番号を報酬、料金、契約

金及び賞金の支払調書に記載して、税務署長に提出することは個人番

号関係事務に当たる。 

＊ ［同左］ 

Ｂ ［同左］ 

２ ［同左］ 

第４－１－⑵ ［同左］ 

第４－２ 特定個人情報の安全管理措置等 

第４－２－⑴ 委託の取扱い 

要点 

［同左］ 

（関係条文） 

［同左］ 

１ 委託先の監督（番号法第11条、個人情報保護法第25条） 
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Ａ ［略］ 

Ｂ 必要かつ適切な監督 

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の

締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含

まれる。 

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番

号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の

措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなけれ

ばならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技

術水準、従業者（注１）に対する監督・教育の状況、その他委託

先の経営環境等が挙げられる。 

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約

の締結については、契約内容として、秘密保持義務、委託す

る業務の遂行に必要な範囲を超える事業所内からの特定個人

情報の持ち出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、

再委託における条件、漏えい等事案が発生した場合の委託先

の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従

業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告

を求める規定等を盛り込まなければならない。また、これら

の契約内容のほか、特定個人情報を取り扱う従業者の明確

化、委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる

規定等を盛り込むことが望ましい（注２）。 

委託先における特定個人情報の取扱状況の把握について

Ａ ［同左］ 

Ｂ 必要かつ適切な監督 

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締

結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含ま

れる。 

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番

号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の

措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなけれ

ばならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技

術水準、従業者（注）に対する監督・教育の状況、その他委託先

の経営環境等が挙げられる。 

委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義

務、事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個

人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい等

事案が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定

個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約

内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなけ

ればならない。また、これらの契約内容のほか、特定個人情

報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地

の調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望まし

い。 

 

委託先における特定個人情報の取扱状況の把握について
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は、前記の契約に基づき報告を求めること等により、委託契

約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内

容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが

望ましい。 

（注１）「従業者」とは、事業者の組織内にあって直接間接に事業者

の指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体

的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員

等を含む。 

（注２）調査の実施に当たり、その実効性が担保される限りにおい

て、デジタル技術を活用した方法によることも可能である。 

２ ［略］ 

第４－２－⑵ ［略］ 

第４－３ 特定個人情報の提供制限等 

第４－３－⑴ 個人番号の提供の要求 

要点 

［略］ 

（関係条文） 

［略］ 

１ 提供の要求（番号法第14条第１項） 

［略］ 

Ａ ［略］ 

Ｂ 他の個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者に

対する個人番号の提供の要求 

事業者は、本条を根拠として、従業員等に対し、給与の源泉

は、前記の契約に基づき報告を求めること等により、委託契

約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内

容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが

望ましい。 

（注）「従業者」とは、事業者の組織内にあって直接間接に事業者の

指揮監督を受けて事業者の業務に従事している者をいう。具体的

には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣社員等

を含む。 

 

 

２ ［同左］ 

第４－２－⑵ ［同左］ 

第４－３ 特定個人情報の提供制限等 

第４－３－⑴ 個人番号の提供の要求 

要点 

［同左］ 

（関係条文） 

［同左］ 

１ 提供の要求（番号法第14条第１項） 

［同左］ 

Ａ ［同左］ 

Ｂ 他の個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者に

対する個人番号の提供の要求 

事業者は、本条を根拠として、従業員等に対し、給与の源泉
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徴収事務のため、当該従業員等の扶養親族の個人番号を記載し

た扶養控除等申告書の提出を求めることとなる。この場合、従

業員等は扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書を提

出する法令（所得税法第194条第１項）上の義務を負っているこ

とから「個人番号関係事務実施者」として取り扱われる。 

 

２ ［略］ 

第４－３－⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供

制限 

要点 

［略］ 

（関係条文） 

［略］ 

１ ［略］ 

２ 特定個人情報の提供制限（番号法第19条） 

［略］ 

Ａ ［略］ 

Ｂ 特定個人情報を提供できる場合（番号法第19条第１号から第

17号まで） 

［略］ 

［ａ～ｅ 略］ 

ｆ 情報提供ネットワークシステムによる提供（第８号及び第

９号、番号法施行令第20条） 

利用特定個人情報（注１）を記録した特定個人情報ファイル

徴収事務のため、当該従業員等の扶養親族の個人番号を記載し

た扶養控除等申告書の提出を求めることとなる。この場合、従

業員等は扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書を提

出する法令（所得税法（昭和40年法律第33号）第194条第１項）

上の義務を負っていることから「個人番号関係事務実施者」と

して取り扱われる。 

２ ［同左］ 

第４－３－⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供

制限 

要点 

［同左］ 

（関係条文） 

［同左］ 

１ ［同左］ 

２ 特定個人情報の提供制限（番号法第19条） 

［同左］ 

Ａ ［同左］ 

Ｂ 特定個人情報を提供できる場合（番号法第19条第１号から第

17号まで） 

［同左］ 

［ａ～ｅ 同左］ 

ｆ 情報提供ネットワークシステムを通じた提供（第８号及び

第９号、番号法施行令第20条） 

番号法別表第２に記載されている行政機関等及び健康保険
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を保有する者として主務省令で定める番号法別表の各項の上

欄に掲げる行政機関等及び健康保険組合等（準法定事務処理

者（注２）を含む。）が、特定個人番号利用事務（注３）に関し、

情報提供ネットワークシステム（番号法第２条第14項）を使

用して利用特定個人情報の提供を行うものである。また、同

法第９条第２項の規定に基づき条例で定める事務のうち特定

個人番号利用事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受け

ることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委

員会規則（以下「委員会規則」という。）で定める事務を処

理するために必要な利用特定個人情報を記録した特定個人情

報ファイルを保有する者として委員会規則で定める個人番号

利用事務実施者が、情報提供ネットワークシステムを使用し

て利用特定個人情報の提供を行うものもある。したがって、

番号法別表の各項の上欄に記載されている健康保険組合等

（準法定事務処理者を含む。）以外の事業者は、情報提供ネ

ットワークシステムを使用することはない。 

（注１）「利用特定個人情報」とは、「特定個人番号利用事務」（注

３）を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定め

るものをいう。 

（注２）「準法定事務処理者」とは、「準法定事務」（番号法別表

の各項の下欄に掲げる事務に準ずる事務として主務省令で定め

るものをいう。）を処理する者として主務省令で定めるものを

いう。 

（注３）「特定個人番号利用事務」とは、番号法別表の各項の下欄

組合等の間で、同表の事務に関し、情報提供ネットワークシ

ステムを使用して特定個人情報の提供を行うものである。ま

た、同法第９条第２項の規定に基づき条例で定める事務のう

ち同表の事務に準じて個人情報保護委員会規則（以下「委員

会規則」という。）で定めるものを処理する地方公共団体の

長その他の執行機関であって委員会規則で定めるものが、そ

の事務の内容に応じて委員会規則で定める個人番号利用事務

実施者に対し、情報提供ネットワークシステムを使用して特

定個人情報の提供を行うものもある。したがって、健康保険

組合等以外の事業者は、情報提供ネットワークシステムを使

用することはない。 
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に記載されている事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受

けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定め

るものをいう。 

［ｇ～ｉ 略］ 

Ｃ ［略］ 

［第４－３－⑶・第４－３－⑷ 略］ 

［第４－４～第４－６ 略］ 

第４－７ 個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における

措置等 

［略］ 

１ 地方公共団体情報システム機構に対する機構保存本人確認情報

についての提供の要求（番号法第14条第２項、番号法施行令第

11条） 

健康保険組合等の個人番号利用事務実施者（番号法第９条第３

項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以

下本項において同じ。）のうち番号法施行令第11条で定める者

（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）別表第１から別表第４

までの上欄に掲げる者及び同法第30条の10第１項第２号、第30条

の11第１項第２号、第30条の12第１項第２号、第30条の15の２第

１項、第30条の44の３第１項第２号、第30条の44の４第１項第２

号、第30条の44の５第１項第２号又は第30条の44の７第１項に規

定する場合においてこれらの規定に規定する求めをした者）は、

個人番号利用事務の対象者の個人番号が判明していない場合等、

個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、地方公共

 

 

 

［ｇ～ｉ 同左］ 

Ｃ ［同左］ 

［第４－３－⑶・第４－３－⑷ 同左］ 

［第４－４～第４－６ 同左］ 

第４－７ 個人番号利用事務実施者である健康保険組合等における

措置等 

［同左］ 

１ 地方公共団体情報システム機構に対する機構保存本人確認情報

についての提供の要求（番号法第14条第２項、番号法施行令第

11条） 

健康保険組合等の個人番号利用事務実施者（番号法第９条第３

項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以

下本項において同じ。）のうち番号法施行令第11条で定める者

（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）別表第１から別表第４

までの上欄に掲げる者）は、個人番号利用事務の対象者の個人番

号が判明していない場合等、個人番号利用事務を処理するために

必要があるときは、地方公共団体情報システム機構に対し、個人

番号等の機構保存本人確認情報の提供を求めることができる。 
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団体情報システム機構に対し、個人番号等の機構保存本人確認情

報（住民基本台帳法第30条の７第４項）又は機構保存附票本人確

認情報（同法第30条の42第４項）の提供を求めることができる。 

２ 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の情報

連携等 

健康保険組合等は「情報提供ネットワークシステム」を使用し

て利用特定個人情報の情報連携を行うことができる（第４－３－

⑵２Ｂｆ「情報提供ネットワークシステムによる提供」）。 

Ａ 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の情

報連携 

「情報提供ネットワークシステム」とは、番号法第19条第８

号又は第９号の規定に基づき、行政機関等及び健康保険組合等

の間で、利用特定個人情報（注１）について安全かつ効率的に情報

連携を行うためのシステムである。このシステムを使用して利

用特定個人情報に関する情報連携を行うことができる事務につ

いては、特定個人番号利用事務（注２）及び同法第９条第２項の規

定に基づいて条例で定める事務のうち特定個人番号利用事務に

準ずるものとして委員会規則で定めるものに限定されている。 

（注１）「利用特定個人情報」とは、特定個人番号利用事務を処理するた

めに必要な特定個人情報として主務省令で定めるものをいう。 

（注２）「特定個人番号利用事務」とは、番号法別表の各項の下欄に記載

されている事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによ

って効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。 

※ 情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供を

 

 

 

２ 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連携

等 

健康保険組合等は「情報提供ネットワークシステム」を通じて

特定個人情報に関する情報連携を行うことができる（第４－３－

⑵２Ｂｆ「情報提供ネットワークシステムを通じた提供」）。 

Ａ 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の情報連

携 

「情報提供ネットワークシステム」とは、番号法第19条第８

号又は第９号の規定に基づき、行政機関等及び健康保険組合等

の間で、特定個人情報について安全かつ効率的に情報連携を行

うためのシステムである。このシステムを通じて特定個人情報

に関する情報連携を行うことができる場合については、同法別

表第２又は同法第９条第２項の規定に基づいて条例で定める事

務のうち別表第２の事務に準ずるものとして委員会規則で定め

るものに限定されている。 

［新設］ 

 

［新設］ 

 

 

※ 情報提供ネットワークシステムを通じて特定個人情報の提供を求める
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求める者を「情報照会者」（番号法第19条第８号）又は「条例事務関係

情報照会者」（同法第19条第９号）といい、当該利用特定個人情報を保

有し情報提供ネットワークシステムを使用して提供する者を「情報提供

者」（同法第19条第８号）又は「条例事務関係情報提供者」（同法第19

条第９号）という。また、番号法第19条第８号の規定に基づいて行う情

報連携に関する事務を「情報提供等事務」といい、同法第19条第９号の

規定に基づいて行う情報連携に関する事務を「条例事務関係情報提供等

事務」という（同法第24条、第26条）。 

ａ 情報提供ネットワークシステム（番号法第21条、第26条） 

情報提供ネットワークシステムは、内閣総理大臣が、委員会

と協議の上、設置し、管理するものであり、番号法第19条第８

号又は第９号に基づいて、情報照会者又は条例事務関係情報照

会者から利用特定個人情報の提供の求めがあった場合、内閣総

理大臣は、情報提供ネットワークシステムを使用して、その旨

を情報提供者又は条例事務関係情報提供者に通知しなければな

らない。 

〈参考〉［略］ 

ｂ 利用特定個人情報の提供（番号法第22条、第26条） 

情報提供者又は条例事務関係情報提供者は、内閣総理大臣

から通知を受けたときは、情報照会者又は条例事務関係情報

照会者から求められている利用特定個人情報を提供しなけれ

ばならない。 

法令又は条例の規定により当該利用特定個人情報と同一の

内容の書面の提出が義務付けられている場合、情報提供ネッ

者を「情報照会者」（番号法第19条第８号）又は「条例事務関係情報照

会者」（同法第19条第９号）といい、当該特定個人情報を保有し情報提

供ネットワークシステムを通じて提供する者を「情報提供者」（同法第

19条第８号）又は「条例事務関係情報提供者」（同法第19条第９号）と

いう。また、番号法第19条第８号の規定に基づいて行う情報連携に関す

る事務を「情報提供等事務」といい、同法第19条第９号の規定に基づい

て行う情報連携に関する事務を「条例事務関係情報提供等事務」という

（同法第24条、第26条）。 

ａ 情報提供ネットワークシステム（番号法第21条、第26条） 

情報提供ネットワークシステムは、内閣総理大臣が、委員会

と協議の上、設置し、管理するものであり、番号法第19条第８

号又は第９号に基づいて、情報照会者又は条例事務関係情報照

会者から特定個人情報の提供の求めがあった場合、内閣総理大

臣は、情報提供ネットワークシステムを通じて、その旨を情報

提供者又は条例事務関係情報提供者に通知しなければならな

い。 

〈参考〉［同左］ 

ｂ 特定個人情報の提供（番号法第22条、第26条） 

情報提供者又は条例事務関係情報提供者は、内閣総理大臣

から通知を受けたときは、情報照会者又は条例事務関係情報

照会者から求められている特定個人情報を提供しなければな

らない。 

法令又は条例の規定により当該特定個人情報と同一の内容

の書面の提出が義務付けられている場合、情報提供ネットワ
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トワークシステムを使用して情報提供者又は条例事務関係情

報提供者から利用特定個人情報が提供されたときには、その

書面の提出があったものとみなされる。 

＊ 健康保険組合が被保険者の被扶養者の認定を行う場合には、被保険

者は、事業主を通じて健康保険組合に対し、被扶養者に係る課税（非

課税）証明書、年金額改定通知書等の写しを提出する必要がある（健

康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号）第38条等）が、情報提

供ネットワークシステムを使用して、被扶養者の年間収入額、年金受

給額の提供が行われた場合には、被保険者は被扶養者に係るこれらの

添付書類を提出する必要がなくなる。 

Ｂ 情報提供等の記録（番号法第23条、第26条、番号法施行令第

30条、第31条） 

内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関

係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条

第８号又は第９号の規定に基づく利用特定個人情報の提供の

求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシス

テムに接続されたその者の使用する電子計算機（内閣総理大

臣においては情報提供ネットワークシステム）に、情報照会

者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務

関係情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、利用特

定個人情報の項目等を記録し、７年間保存しなければならな

い。 

Ｃ 秘密の管理等（番号法第24条、第25条、第26条） 

内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関

ークシステムを通じて情報提供者又は条例事務関係情報提供

者から特定個人情報が提供されたときには、その書面の提出

があったものとみなされる。 

＊ 健康保険組合が被保険者の被扶養者の認定を行う場合には、被保険

者は、事業主を通じて健康保険組合に対し、被扶養者に係る課税（非

課税）証明書、年金額改定通知書等の写しを提出する必要がある（健

康保険法施行規則第38条等）が、情報提供ネットワークシステムを通

じて、被扶養者の年間収入額、年金受給額の提供が行われた場合に

は、被保険者は被扶養者に係るこれらの添付書類を提出する必要がな

くなる。 

Ｂ 情報提供等の記録（番号法第23条、第26条、番号法施行令第

29条、第30条） 

内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関

係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条

第８号又は第９号の規定に基づく特定個人情報の提供の求め

又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステム

に接続されたその者の使用する電子計算機（内閣総理大臣に

おいては情報提供ネットワークシステム）に、情報照会者及

び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係

情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、特定個人情

報の項目等を記録し、７年間保存しなければならない。 

 

Ｃ 秘密の管理等（番号法第24条、第25条、第26条） 

内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関
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係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、情報提供等事

務又は条例事務関係情報提供等事務に関する秘密について、

その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネ

ットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者又は条

例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者が情報提

供等事務又は条例事務関係情報提供等事務に使用する電子計

算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置

を講じなければならない。また、情報提供等事務若しくは条

例事務関係情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステ

ムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、

その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、

又は盗用してはならない。 

Ｄ 情報提供等の記録の取扱い（番号法第31条第３項） 

情報提供等の記録については、番号法第31条第３項によっ

て個人情報保護法が準用又は読み替えて準用されることか

ら、次のとおり取り扱わなければならない。 

この場合、情報提供等の記録については、情報提供ネット

ワークシステムと接続された中間サーバにおいて保管、管理

されていることから、中間サーバにおける適正な取扱いが確

保されなければならない。 

［ａ～ｊ 略］ 

（別添１）特定個人情報に関する安全管理措置 

（事業者編） 

【目次】 

係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、情報提供等事

務又は条例事務関係情報提供等事務に関する秘密について、

その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネ

ットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者又は条

例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者が情報提

供等事務又は条例事務関係情報提供等事務に使用する電子計

算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置

を講じなければならない。 

 

 

 

 

Ｄ 情報提供等の記録の取扱い（番号法第31条第３項） 

情報提供等の記録については、番号法第31条第３項によっ

て個人情報保護法が準用又は読み替えて準用されることか

ら、次のとおり取り扱わなければならない。 

この場合、情報提供等の記録については、情報提供ネット

ワークシステムと接続された中間サーバーにおいて保管、管

理されていることから、中間サーバーにおける適正な取扱い

が確保されなければならない。 

［ａ～ｊ 同左］ 

（別添１）特定個人情報に関する安全管理措置 

（事業者編） 

【目次】 
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［略］ 

要点 

［略］ 

１ ［略］ 

２ 講ずべき安全管理措置の内容 

［略］ 

（注）［略］ 

Ａ ［略］ 

Ｂ 取扱規程等の策定 

［略］ 

≪手法の例示≫ 

＊ ［略］ 

＊ ［略］ 

＊ 特定個人情報等の取扱いにおける人的ミスの発生を防止するた

め、本人確認及び個人番号の確認の手順、個人番号と個人情報の紐

付けの際の複数人による確認（責任者による最終確認を含む。）等

の確認の手順等、各管理段階における具体的な手順について、取扱

規程等において明確にしておくことが重要である。 

【中小規模事業者における対応方法】 

［略］ 

Ｃ 組織的安全管理措置 

［略］ 

ａ 組織体制の整備 

［略］ 

［同左］ 

要点 

［同左］ 

１ ［同左］ 

２ 講ずべき安全管理措置の内容 

［同左］ 

（注）［同左］ 

Ａ ［同左］ 

Ｂ 取扱規程等の策定 

［同左］ 

≪手法の例示≫ 

＊ ［同左］ 

＊ ［同左］ 

［新設］ 

 

 

 

 

【中小規模事業者における対応方法】 

［同左］ 

Ｃ 組織的安全管理措置 

［同左］ 

ａ 組織体制の整備 

［同左］ 
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≪手法の例示≫ 

＊ ［略］ 

・ ［略］ 

・ ［略］ 

・ ［略］ 

・ ［略］ 

・ ［略］ 

・ ［略］ 

・ 特定個人情報等の取扱いにおける人的ミスの発生を防止するた

めの確認体制の整備 

【中小規模事業者における対応方法】 

［略］ 

［ｂ～ｅ 略］ 

［Ｄ～Ｇ 略］ 

（別添２）特定個人情報の漏えい等に関する報告等 

（事業者編） 

【目次】 

要点 

［１・２ 略］ 

３ 委員会への報告（番号法第29条の４第１項関係） 

Ａ ［略］ 

Ｂ ガイドラインに基づく報告 

Ｃ～Ｆ ［略］ 

４ ［略］ 

≪手法の例示≫ 

＊ ［同左］ 

・ ［同左］ 

・ ［同左］ 

・ ［同左］ 

・ ［同左］ 

・ ［同左］ 

・ ［同左］ 

［新設］ 

 

【中小規模事業者における対応方法】 

［同左］ 

［ｂ～ｅ 同左］ 

［Ｄ～Ｇ 同左］ 

（別添２）特定個人情報の漏えい等に関する報告等 

（事業者編） 

【目次】 

要点 

［１・２ 同左］ 

３ 委員会への報告（番号法第29条の４第１項関係） 

Ａ ［同左］ 

［新設］ 

Ｂ～Ｅ ［同左］ 

４ ［同左］ 
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要点 

［略］ 

（関係条文） 

［略］ 

［１・２ 略］ 

３ 委員会への報告（番号法第29条の４第１項関係） 

Ａ 報告対象となる事態 

［略］ 

個人番号利用事務等実施者は、次の⑴から⑷までに掲げる事

態（以下「報告対象事態」という。）を知ったときは、委員会

に報告しなければならない（※１）。 

⑴ ［略］ 

⑵ 次に掲げる事態（規則第２条第２号関係） 

［イ～ハ 略］ 

［略］ 

【報告を要する事例】 

＊ 不正アクセスにより特定個人情報が漏えいした場合（※２） 

＊ ［略］ 

＊ ［略］ 

＊ ［略］ 

＊ 従業者が特定個人情報を不正に持ち出して第三者に提供した場合

（※３） 

［⑶・⑷ 略］ 

［削る］ 

要点 

［同左］ 

（関係条文） 

［同左］ 

［１・２ 同左］ 

３ 委員会への報告（番号法第29条の４第１項関係） 

Ａ 報告対象となる事態 

［同左］ 

個人番号利用事務等実施者は、次の⑴から⑷までに掲げる事

態（以下「報告対象事態」という。）を知ったときは、委員会

に報告しなければならない（※１）（※２）。 

⑴ ［同左］ 

⑵ 次に掲げる事態（規則第２条第２号関係） 

［イ～ハ 同左］ 

［同左］ 

【報告を要する事例】 

＊ 不正アクセスにより特定個人情報が漏えいした場合（※３） 

＊ ［同左］ 

＊ ［同左］ 

＊ ［同左］ 

＊ 従業者が特定個人情報を不正に持ち出して第三者に提供した場合

（※４） 

［⑶・⑷ 同左］ 

（※１）報告対象事態に該当しない漏えい等事案においても、特定個人情
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（※１）［略］ 

（※２）［略］ 

（※３）［略］ 

［略］ 

Ｂ ガイドラインに基づく報告 

報告対象事態に該当しない漏えい等事案においても、特定個

人情報を取り扱う事業者は委員会に報告するよう努める（特定

個人情報について、「高度な暗号化その他の個人の権利利益を

保護するために必要な措置」が講じられている場合を除

く。）。 

Ｃ 報告義務の主体 

漏えい等報告の義務を負う主体は、規則第２条の事態に該当

する特定個人情報を取り扱う個人番号利用事務等実施者であ

る。 

特定個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託

元と委託先の双方が特定個人情報を取り扱っていることになる

ため、報告対象事態に該当する場合には、原則として委託元と

委託先の双方が報告する義務を負う。この場合、委託元及び委

託先の連名で報告することができる。なお、委託先が、報告義

務を負っている委託元に当該事態が発生したことを通知したと

きは、委託先は報告義務を免除される（３Ｆ参照）（※）。 

また、委託元から委託先にある特定個人情報（特定個人情報

Ａ）の取扱いを委託している場合であって、別の特定個人情報

報を取り扱う事業者は委員会に報告するよう努める。 

（※２）［同左］ 

（※３）［同左］ 

（※４）［同左］ 

［同左］ 

［新設］ 

 

 

 

 

 

Ｂ 報告義務の主体 

漏えい等報告の義務を負う主体は、規則第２条の事態に該当

する特定個人情報を取り扱う個人番号利用事務等実施者であ

る。 

特定個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託

元と委託先の双方が特定個人情報を取り扱っていることになる

ため、報告対象事態に該当する場合には、原則として委託元と

委託先の双方が報告する義務を負う。この場合、委託元及び委

託先の連名で報告することができる。なお、委託先が、報告義

務を負っている委託元に当該事態が発生したことを通知したと

きは、委託先は報告義務を免除される（３Ｅ参照）（※）。 

また、委託元から委託先にある特定個人情報（特定個人情報

Ａ）の取扱いを委託している場合であって、別の特定個人情報
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（特定個人情報Ｂ）の取扱いを委託していないときには、特定

個人情報Ｂについて、委託元において報告対象事態が発生した

場合であっても、委託先は報告義務を負わず、委託元のみが報

告義務を負うことになる。 

（※）［略］ 

Ｄ ［略］ 

Ｅ 確報（規則第３条第２項関係） 

［略］ 

個人番号利用事務等実施者は、報告対象事態を知ったとき

は、速報に加え（※１）、30日以内（規則第２条第２号の事態

においては60日以内。同号の事態に加え、同条第１号、第３号

又は第４号の事態にも該当する場合も60日以内。）に委員会に

報告しなければならない。 

30日以内又は60日以内は報告期限であり、可能である場合に

は、より早期に報告することが望ましい。 

報告期限の起算点となる「知った」時点については、速報と

同様に、個人番号利用事務等実施者が法人である場合には、い

ずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とし、確報の期限

の算定（※２）に当たっては、その時点を１日目とする。 

確報においては、３Ｄ⑴から⑼までに掲げる事項の全てを報

告しなければならない。確報を行う時点（報告対象事態を知っ

た日から30日以内又は60日以内）において、合理的努力を尽く

した上で、一部の事項が判明しておらず、全ての事項を報告す

ることができない場合には、その時点で把握している内容を報

（特定個人情報Ｂ）の取扱いを委託していないときには、特定

個人情報Ｂについて、委託元において報告対象事態が発生した

場合であっても、委託先は報告義務を負わず、委託元のみが報

告義務を負うことになる。 

（※）［同左］ 

Ｃ ［同左］ 

Ｄ 確報（規則第３条第２項関係） 

［同左］ 

個人番号利用事務等実施者は、報告対象事態を知ったとき

は、速報に加え（※１）、30日以内（規則第２条第２号の事態

においては60日以内。同号の事態に加え、同条第１号、第３号

又は第４号の事態にも該当する場合も60日以内。）に委員会に

報告しなければならない。 

30日以内又は60日以内は報告期限であり、可能である場合に

は、より早期に報告することが望ましい。 

報告期限の起算点となる「知った」時点については、速報と

同様に、個人番号利用事務等実施者が法人である場合には、い

ずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とし、確報の期限

の算定（※２）に当たっては、その時点を１日目とする。 

確報においては、３Ｃ⑴から⑼までに掲げる事項の全てを報

告しなければならない。確報を行う時点（報告対象事態を知っ

た日から30日以内又は60日以内）において、合理的努力を尽く

した上で、一部の事項が判明しておらず、全ての事項を報告す

ることができない場合には、その時点で把握している内容を報
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告し、判明次第、報告を追完するものとする。 

［（※１）・（※２） 略］ 

Ｆ 委託元への通知の例外（規則第４条関係） 

［略］ 

委託先は、委員会への報告義務を負っている委託元に対し、

３Ｄ⑴から⑼までに掲げる事項のうち、その時点で把握してい

るものを通知したときは、報告義務を免除される。 

委託元への通知については、速報としての報告と同様に、報

告対象事態を知った後、速やかに行わなければならない。「速

やか」の日数の目安については、個別の事案によるものの、委

託先が当該事態の発生を知った時点から概ね３日～５日以内で

ある。 

この場合、委託先から通知を受けた委託元が報告をすること

になる。委託元は、通常、遅くとも委託先から通知を受けた時

点で、報告対象事態を知ったこととなり、速やかに報告を行わ

なければならない。 

なお、通知を行った委託先は、委託元から報告するに当た

り、事態の把握を行うとともに、必要に応じて委託元の漏えい

等報告に協力することが求められる。 

４ 本人への通知（番号法第29条の４第２項） 

［略］ 

Ａ 通知対象となる事態及び通知義務の主体 

個人番号利用事務等実施者は、報告対象事態を知ったとき

は、本人への通知を行わなければならない。 

告し、判明次第、報告を追完するものとする。 

［（※１）・（※２） 同左］ 

Ｅ 委託元への通知の例外（規則第４条関係） 

［同左］ 

委託先は、委員会への報告義務を負っている委託元に対し、

３Ｃ⑴から⑼までに掲げる事項のうち、その時点で把握してい

るものを通知したときは、報告義務を免除される。 

委託元への通知については、速報としての報告と同様に、報

告対象事態を知った後、速やかに行わなければならない。「速

やか」の日数の目安については、個別の事案によるものの、委

託先が当該事態の発生を知った時点から概ね３日～５日以内で

ある。 

この場合、委託先から通知を受けた委託元が報告をすること

になる。委託元は、通常、遅くとも委託先から通知を受けた時

点で、報告対象事態を知ったこととなり、速やかに報告を行わ

なければならない。 

なお、通知を行った委託先は、委託元から報告するに当た

り、事態の把握を行うとともに、必要に応じて委託元の漏えい

等報告に協力することが求められる。 

４ 本人への通知（番号法第29条の４第２項） 

［同左］ 

Ａ 通知対象となる事態及び通知義務の主体 

個人番号利用事務等実施者は、報告対象事態を知ったとき

は、本人への通知を行わなければならない。 
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通知義務を負う主体は、規則第２条の事態に該当する特定個

人情報を取り扱う個人番号利用事務等実施者である。 

特定個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託

元と委託先の双方が特定個人情報を取り扱っていることになる

ため、それぞれ通知の対象事態に該当する場合には、原則とし

て委託元と委託先の双方が通知する義務を負う。この場合、委

託元及び委託先の連名で通知することができる。 

漏えい等した特定個人情報の本人に対して円滑に通知を行う

観点から、委託元及び委託先は連携するなどして、適切な方法

で通知を行うことが望ましい。 

なお、特定個人情報の取扱いを委託している場合において、

委託先が、報告義務を負っている委託元に３Ｄ⑴から⑼までに

掲げる事項のうち、その時点で把握しているものを通知したと

きは、委託先は報告義務を免除されるとともに、本人への通知

義務も免除される。 

Ｂ ［略］ 

Ｃ 通知の内容 

［略］ 

【本人の権利利益を保護するために必要な範囲において通知を行う事

例】 

＊ ［略］ 

＊ ［略］ 

（※）規則第３条第１項第１号、第２号、第４号、第５号及び第９号に定

める事項については、３Ｄ参照。なお、同項第９号に定める事項に

通知義務を負う主体は、規則第２条の事態に該当する特定個

人情報を取り扱う個人番号利用事務等実施者である。 

特定個人情報の取扱いを委託している場合においては、委託

元と委託先の双方が特定個人情報を取り扱っていることになる

ため、それぞれ通知の対象事態に該当する場合には、原則とし

て委託元と委託先の双方が通知する義務を負う。この場合、委

託元及び委託先の連名で通知することができる。 

漏えい等した特定個人情報の本人に対して円滑に通知を行う

観点から、委託元及び委託先は連携するなどして、適切な方法

で通知を行うことが望ましい。 

なお、特定個人情報の取扱いを委託している場合において、

委託先が、報告義務を負っている委託元に３Ｃ⑴から⑼までに

掲げる事項のうち、その時点で把握しているものを通知したと

きは、委託先は報告義務を免除されるとともに、本人への通知

義務も免除される。 

Ｂ ［同左］ 

Ｃ 通知の内容 

［同左］ 

【本人の権利利益を保護するために必要な範囲において通知を行う事

例】 

＊ ［同左］ 

＊ ［同左］ 

（※）規則第３条第１項第１号、第２号、第４号、第５号及び第９号に定

める事項については、３Ｃ参照。なお、同項第９号に定める事項に
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ついては、本人への通知を補完するため、本人にとって参考となる事

項をいい、例えば、本人が自らの権利利益を保護するために取り得る

措置が考えられる。 

［Ｄ・Ｅ 略］ 

（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガ

イドライン 

目次 

［略］ 

※ ［略］ 

〈参考〉［略］ 

別冊の位置付け  

［略］ 

１ ［略］ 

２ 特定個人情報の安全管理措置等 

２－⑴ 委託の取扱い 

要点 

［略］ 

（関係条文） 

［略］ 

１ 委託先の監督（番号法第11条、個人情報保護法第25条） 

Ａ ［略］ 

Ｂ 必要かつ適切な監督 

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約の

ついては、本人への通知を補完するため、本人にとって参考となる事

項をいい、例えば、本人が自らの権利利益を保護するために取り得る

措置が考えられる。 

［Ｄ・Ｅ 同左］ 

（別冊）金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガ

イドライン 

目次 

［同左］ 

※ ［同左］ 

〈参考〉［同左］ 

別冊の位置付け  

［同左］ 

１ ［同左］ 

２ 特定個人情報の安全管理措置等 

２－⑴ 委託の取扱い 

要点 

［同左］ 

（関係条文） 

［同左］ 

１ 委託先の監督（番号法第11条、個人情報保護法第25条） 

Ａ ［同左］ 

Ｂ 必要かつ適切な監督 

「必要かつ適切な監督」には、①委託先の適切な選定、②

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締
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締結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含

まれる。 

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番

号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の

措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなけれ

ばならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技

術水準、従業者（注１）に対する監督・教育の状況、その他委託

先の経営環境等が挙げられる。 

委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な委託契約

の締結については、契約内容として、秘密保持義務、委託す

る業務の遂行に必要な範囲を超える事業所内からの特定個人

情報の持ち出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、

再委託における条件、漏えい等事案が発生した場合の委託先

の責任、委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従

業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告

を求める規定等を盛り込まなければならない。また、これら

の契約内容のほか、特定個人情報を取り扱う従業者の明確

化、委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる

規定等を盛り込むことが望ましい（注２）。 

委託先における特定個人情報の取扱状況の把握について

は、前記の契約に基づき報告を求めること等により、委託契

約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内

容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが

望ましい。 

結、③委託先における特定個人情報の取扱状況の把握が含ま

れる。 

委託先の選定については、委託者は、委託先において、番

号法に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の

措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認しなけれ

ばならない。具体的な確認事項としては、委託先の設備、技

術水準、従業者（注）に対する監督・教育の状況、その他委託先

の経営環境等が挙げられる。 

委託契約の締結については、契約内容として、秘密保持義

務、事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止、特定個

人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい等

事案が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定

個人情報の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約

内容の遵守状況について報告を求める規定等を盛り込まなけ

ればならない。また、これらの契約内容のほか、特定個人情

報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地

の調査を行うことができる規定等を盛り込むことが望まし

い。 

 

委託先における特定個人情報の取扱状況の把握について

は、前記の契約に基づき報告を求めること等により、委託契

約で盛り込んだ内容の実施の程度を把握した上で、委託の内

容等の見直しを検討することを含め、適切に評価することが

望ましい。 
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（注１）「従業者」とは、金融機関の組織内にあって直接間接に金融

機関の指揮監督を受けて金融機関の業務に従事している者をい

う。具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、

派遣社員等を含む。 

（注２）調査の実施に当たり、その実効性が担保される限りにおい

て、デジタル技術を活用した方法によることも可能である。 

２ ［略］ 

２－⑵ ［略］ 

３ 特定個人情報の提供制限等 

３－⑴ ［略］ 

３－⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 

要点 

［略］ 

（関係条文） 

［略］ 

１ ［略］ 

２ 特定個人情報の提供制限（番号法第19条） 

［略］ 

Ａ ［略］ 

Ｂ 特定個人情報を提供できる場合（番号法第19条第１号から第

17号まで） 

［略］ 

［ａ～ｃ 略］ 

ｄ 株式等振替制度を活用した提供（第12号、番号法施行令第

（注）「従業者」とは、金融機関の組織内にあって直接間接に金融機

関の指揮監督を受けて金融機関の業務に従事している者をいう。

具体的には、従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事、派遣

社員等を含む。 

 

 

２ ［同左］ 

２－⑵ ［同左］ 

３ 特定個人情報の提供制限等 

３－⑴ ［同左］ 

３－⑵ 個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限 

要点 

［同左］ 

（関係条文） 

［同左］ 

１ ［同左］ 

２ 特定個人情報の提供制限（番号法第19条） 

［同左］ 

Ａ ［同左］ 

Ｂ 特定個人情報を提供できる場合（番号法第19条第１号から第

17号まで） 

［同左］ 

［ａ～ｃ 同左］ 

ｄ 株式等振替制度を活用した提供（第12号、番号法施行令第
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23条、第24条） 

［略］ 

＊ ［略］ 

（注）特定個人情報の安全を確保するための必要な措置については、

番号法施行令第24条に次のとおり定められている。 

① 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に、特定

個人情報の提供を受ける者の名称、提供の日時及び提供する特

定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、その

記録を７年間保存すること 

［②・③ 略］ 

［ｅ～ｇ 略］ 

Ｃ ［略］ 

［３－⑶・３－⑷ 略］ 

［４～６ 略］ 

23条、第24条） 

［同左］ 

＊ ［同左］ 

（注）特定個人情報の安全を確保するための必要な措置については、

番号法施行令第24条に次のとおり定められている。 

① 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に、特定

個人情報の提供を受ける者の名称、提供の日時及び主務省令で

定める事項を記録し、その記録を７年間保存すること 

 

［②・③ 同左］ 

［ｅ～ｇ 同左］ 

Ｃ ［同左］ 

［３－⑶・３－⑷ 同左］ 

［４～６ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

附 則 

こ の 告 示 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 の 日 （ 令 和 六 年 五 月 二 十 七 日 ） か

ら 施 行 す る 。 


